
国立大学法人東京学芸大学現職教員研修推進本部要項の一部改正について 

                                                                                                                             

改正理由：研修対象の見直し及び構成員の明確化に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 国立大学法人東京学芸大学教育者研修推進本部要項 

 

（設置） 

第１条 国立大学法人東京学芸大学役員会（以下「役員会」という。）の下に，教育

者研修推進本部（以下「推進本部」という。）を置く。 

 （目的） 

第２条 推進本部は，東京学芸大学における教育者研修の充実・拡充を推進するた

め，必要な業務を行うことを目的とする。 

 （業務） 

第３条 推進本部は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 教育者研修に関する次期中期目標及び中期計画の提案並びに中期計画の推進 

 (2) 教育者研修に関わる支援体制の検証及び充実・強化施策の立案に関する業務 

 (3) 教育者に対する研修の実施にあたり必要な調査研究及びその成果の普及 

 (4) その他教育者研修を推進するために必要な業務 

（組織） 

第４条 推進本部は，次の各号に掲げる本部員で組織する。 

(1) 現職研修を所掌する副学長 

(2)～(4) 〔省略〕 

２～４ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 国立大学法人東京学芸大学現職教員研修推進本部要項 

 

（設置） 

第１条 国立大学法人東京学芸大学役員会（以下「役員会」という。）の下に，現職

教員研修推進本部（以下「推進本部」という。）を置く。 

 （目的） 

第２条 推進本部は，東京学芸大学における現職教員研修の充実・拡充を推進するた

め，必要な業務を行うことを目的とする。 

 （業務） 

第３条 推進本部は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 現職教員研修に関する次期中期目標及び中期計画の提案並びに中期計画の推進 

 (2) 現職教員研修に関わる支援体制の検証及び充実・強化施策の立案に関する業務 

 (3) 現職教員に対する研修の実施にあたり必要な調査研究及びその成果の普及 

 (4) その他現職教員研修を推進するために必要な業務 

 （組織） 

第４条 推進本部は，次の各号に掲げる本部員で組織する。 

(1) 学長が指名する副学長 １名 

(2)～(4) 〔省略〕 

２～４ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 


